
＜記入例＞

被扶養配偶者の

認定を継続しな

い場合に記入

配偶者以外の

被扶養者の認定を継

続しない場合に記入

ご注意ください！
この様式は、任意継続組合員に加入するにあたり、退職時まで被扶養者と

して認定されていた者について、継続認定しない場合に記入し、加入申出時

に提出するものです。

継続扶養する方、被扶養者のいない方は記入・提出する必要はありません。

被扶養者の継続認定ができないケースについて

現在、被扶養者として認定されている方を退職後も任意継続組合

員の被扶養者として引き続き認定することを希望する場合、新たな申

請は不要です。

ただし、以下の場合は引き続き認定ができませんので、『任意継続

組合員被扶養者取消確認書』の提出が必要です。

被扶養者が就職する場合

→就職日以降は継続認定できません。

「被扶養者の要件を欠くに至った理由」は「就職」です。

退職後、他の扶養義務者の収入の方が高くなることが

明らかな場合

→扶養替えが必要となり、継続認定できない場合があります

「被扶養者の要件を欠くに至った理由」は「扶養替え」です。


